
1	 はじめに

SLAPP は，Strateg ic  l awsu it  aga i nst  publ ic 
participationの略語であり1，主に米国において認識され
てきた不当訴訟形態である。米国では，SLAPPが市民の
表現の自由に対する重大な委縮効果をもつことが実証さ
れており2，1980年代後半から各州が反SLAPP法（Anti-
SLAPP Law）の制定を開始した。我が国においては，「公
的参加を妨げるための戦略的訴訟」3，「戦略に基づく公的
参加封じ込め訴訟」4，「原告の法的利益の適正な実現を図
るという民事訴訟本来の目的から離れ（あるいはそれより
も大きな動機として），被告の公共的・社会的活動を制圧
し，これに打撃を与える（恫喝を図る）民事訴訟」5 など
と翻訳されている。我が国においてSLAPPの研究がなさ
れるようになったのは比較的近年のことであり，SLAPP
の定義，態様，対策などが論者によって異なるなど，未だ
学術的な体系として確立される段階には至っていない。し
かしながら，我が国においても，SLAPPというべき具体
的事例の出現を受けて，米国各州のように反SLAPP法を
設けるべきであるとの見解が見られるようになった6。我
が国において反SLAPP 法を制定する場合，対象となる
訴訟をいかに定めるかが問題となる。本稿では，米国に
おける反SLAPP 法の原点であるカリフォルニア州の反
SLAPP 法に関する判例の紹介を通じて，反SLAPP 法の
適用除外について検討する。

2	 カリフォルニア州反SLAPP法の沿革

カリフォルニア州の反SLAPP法は，カリフォルニア州
民事手続法（California Code of Civil Procedure.以下,Civ. 
Proc. Code）の条文という形で存在している。同州の反
SLAPP法は，SLAPPの被告に対して，ディスカヴァリ前
の早い段階で原告が提起したSLAPPの却下という結果を
取得させるための手続を規定したものである。反SLAPP
法により，被告に，提起された訴訟に対して「特別削除の
申立て」をする権利が与えられた。特別削除の申立ての審
査において，被告は，提起された訴訟の原因が反SLAPP
法によって保護される行為（合衆国憲法もしくはカリフォ
ルニア州憲法に基づく被告の請願または被告の言論の自由
に関する行為）に起因することを示す必要がある。一方，
原告は，勝訴の見込みがあることについて疎明することが
求められる。

特別削除の申立てをする際，反 SLAPP 法の適用除
外となる場合かどうかを検討する必要がある7。現行法
は，被告が反 SLAPP 法を利用できない場合，すなわち
反SLAPP 法の適用除外となる場合について，Civ. Proc. 
Code § 425.16, subd. （d）， Civ. Proc. Code § 425.17, 
subd. （b）および （c）に定めを置いている。

適用除外について，1992 年の制定当初は，公の執行行
為を反SLAPP 法から免除することのみが定められてい
た8。その後，訴訟の遅延やディスカバリの停止のみを目
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的として特別削除の申立てがなされるなど，一部の被告に
よる反SLAPP法の濫用がなされたことを受けて9，カリフ
ォルニア州議会は， 2003 年に Civ. Proc. Code § 425.17を
制定し，適用除外を追加した。Civ. Proc. Code § 425.17
は，「公益のみを目的とした訴訟」を反SLAPP 法の適用
から除外している。この2003年改正は，「公共的に重要な
問題への継続的な参加を奨励することは公共の利益にかな
う」との前提に立ち，反SLAPP法自体の継続性を確保す
ることを目的としたものであった。

3	 立法と法解釈

立法の観点からは，「反 SLAPP 法に対する暗黙の適
用除外はない」とされ10，反SLAPP 法の適用除外を追
加するためには別途立法が必要であると解されている。
反SLAPP 法の適用除外に関する解釈については，「反
SLAPP法に見られる規則を飲み込まないように，狭義に
解釈されるべきである」とされる11。

4	 原告の立証責任

Civ. Proc. Code § 425.17, subd. （b）は，公共の利益の
ために提起される訴訟への反SLAPP条項の適用除外を定
めており，その立証責任は，原告が負うものとされる12。
また，Civ. Proc. Code §425.17, subd. （c）は，訴訟原因が
企業の営利的言論または活動に起因する場合，被告となる
当該企業に反SLAPP法は適用されないとしている。訴訟
原因が企業の営利的言論または活動に起因することについ
ての立証責任についても，原告が負うものとされる13。

5	 公的執行措置（Public	enforcement	
actions）

5-1	概要
Civ. Proc. Code § 425.16, subd. （b）は，「公訴官として

行動する司法長官，地方検事，または市弁護士が，カリフ
ォルニア州市民の名の下に提起した法執行行為」は，反 
SLAPP申立ての対象とはならないと規定している。これ
は，地方自治体の名前で，または法律で特定された公務員
以外の弁護士によって提起された訴訟は適用除外とされな
いことを意味する14。

5-2	反SLAPP法が適用除外となる要件
Civ. Proc. Code §425.17, subd. （b）は，以下の要件がす

べて満たされた場合，当該訴訟を反SLAPP法の適用除外
とする旨を定めている。なお，同条の適用の基準時は訴訟
の開始時である15。
要件1： 原告が，一般市民や原告が所属する集団のために

求められる以上の救済，またはそれと異なる救済
を求めていないこと16。

要件2： 訴訟が成功した場合，公共の利益に影響を与える
重要な権利を実現し，一般市民または大規模なク
ラスの人々に大きな利益を与えることになるこ
と17。

要件3： 私的執行の必要性があり18，原告に不相応な経済
的負担を強いるものであること19。

5-3	訴状の審査
一部が公共の利益のため，または一般市民のために提起

された訴訟でも，原告の個人的な救済を含む場合，原則と
して適用除外とならない。

5-4	判例
すべてを網羅しているわけではないが，以下，適用除外

要件を満たすか否かが問われた主要な判例を紹介する。

適用除外要件を満たすとされた例
①誤解を招くおそれのある広告を差し止めるために地方検

事が提起した訴訟について，本件のような公的執行措置

〈金沢星稜大学論集　第 53 巻　第 2 号　令和 2 年 3 月〉176

− 176 −

9  藤田尚則「アメリカ合衆国におけるSLAPPに関する一考察（2）」創法43巻1号64頁（2013）参照。
10 Jarrow Formulas, Inc. v. LaMarche, 31 Cal. 4th 728, 736, 3 Cal. Rptr. 3d 636, 74 P.3d 737 （2003）．
11 Club Members For An Honest Election v. Sierra Club, 45 Cal. 4th 309, 316, 319, 86 Cal. Rptr. 3d 288, 293, 196 P.3d 1094, 37 

Media L. Hep. （BNA）1001 （2008）．
12 Id．
13 Simpson Strong-Tie Company, Inc. v. Gore, 49 Cal. 4th 12, 26, 109 Cal. Rptr. 3d 329, 230 P.3d 1117, 38 Media L. Rep. （BNA） 

1737 （2010）．
14 City of Montebello v. Vasquez,1 Cal. 5th 409, 205 Cal. Rptr. 3d 499, 416 （Cal. 2016）．
15 thomaS r. Burke, anti-SlaPP litiGation （the rutter GrouP 2019） § 6:15.
16 弁護士費用は「求められる以上の救済，またはそれと異なる救済」に含まれない。See id. § 6:13.
17 See Save Westwood Village v. Luskin, 233 Cal. App. 4th 135, 143, 182 Cal. Rptr. 3d. 328 （2d Dist. 2014）．
18 私的執行の例として，消費者救済法や不正競争防止法に基づく司法長官・地方検事による訴訟提起がある。
19 See City of Colton v. Singletary, 206 Cal. App. 4th 751, 778, 142 Cal. Rptr. 3d 74 （4th Dist. 2012）．



を反SLAPP条項の適用除外とすることは州の正当な利
益を促進するものであり，州および連邦の平等保護条項
に違反するものではないことから，Civ. Proc. Code § 
425.16, subd. （b） の要件を満たすとされた例 20。

②請負業者が賃金の支払いを怠ったと主張する組合が提訴
した訴訟は，「自分たちを代表して，一般市民を代表し
て，同様の状況にある他のすべての人々を代表して提起
されたものであり，実際には原告に直接利益をもたらす
金銭的救済や差止命令的救済を求めていない」ことを理
由に，Civ. Proc. Code §425.17, subd. （b）の要件を満た
すとされた例 21。

③自動車保険の割引に関する法律の無効を主張する訴訟
について，公益を代表して提起されたとしてCiv. Proc. 
Code §425.17, subd. （b）の要件を満たすとされた例 22。

④元従業員がIns. Code § 1871.7に基づき，「国民を代表
して」元雇用主の保険詐欺を理由に起こしたqui tam訴
訟 23 について，Civ. Proc. Code §425.17, subd. （b）の要
件を満たすとされた例 24。

適用除外要件を満たさないとされた例
⑤原告が求めた救済が，環境団体の理事会の選挙で個人的

な利益であることに「疑いの余地がなかった」ため，適
用除外要件を満たさないとされた例 25。

⑥2人の市議会議員が，カリフォルニア州の開会法違反と
州および連邦憲法違反を主張し，午後11時までに議会の
会議を終了するよう市議会に求めた訴訟について，特定
の労働時間に対する市議会議員の原告の好み・嗜好に関
係していたため，公共の利益のためであるとはいえず，
適用除外要件を満たさないとされた例 26。

⑦警察署長の報酬を増やすことを目した委員会の投票に対
する異議申立ての訴訟は，公共の利益に影響を与える重
要な権利を行使しておらず，仮に成功したとしても，一
般市民や多数の人々に重要な利益を与えるものではな
いため，反 SIAPP 法の適用除外とはならないとされた

例 27。
⑧全国放送のラジオトーク番組のプロデューサーと司会者

に対する年齢差別を理由とするUnruh市民権法（Unruh 
Civil Rights Act）に基づく公民権訴訟は，Civ. Proc. 
Code §425.17, subd. （b）の要件を満たさないとした
例 28。

6	 検討

反SLAPP法が適用除外に関する判例を調査したところ，
5-2において提示した要件2の該当性が問題となる判例

（①②③⑥⑦など）が多い傾向にあった。訴訟が公共性の
高い法規に基づく場合や，法律の無効を求める場合，訴訟
の影響が広範に及ぶ蓋然性が高く，公共性を推認すること
が容易であることが理由として考えられる。一方で，⑧の
ように，要件該当性の審査において，法源や訴訟形態の公
共性ではなく，提訴理由そのものの公共性が判断の対象と
なることを示唆する例も存在する。

また，要件1の該当性が問われるもの（②⑤など）も少
なくなかった。これは，SLAPPは，被告に多額の請求を
することにより言論活動等を封殺するものであるところ，
原告個人の過剰な利益が請求に含まれない訴訟であれば，
それをSLAPPと位置付けること自体が不適当であるから
であろう。

7	 おわりに

SLAPPをはじめとする訴権の濫用によって市民の憲法
上の権利が不当に制約される事態は回避されなければなら
ないことから，我が国においても何らかの形で反SLAPP
法を整備するべきであろう。しかし，カリフォルニア州に
おける2003年改正前の事態のように，反SLAPP法が濫用
されて正当な権利を有する市民の訴訟提起が制限される懸
念がある。そのため，反SLAPP法が適用される訴訟の態
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様を反SLAPP法の趣旨目的に沿うかたちで限定すること
が必要であると考える。例えば，我が国においては，住民
訴訟（地方自治法242条の2），消費者契約法に基づく消費
者団体訴訟などについて，反SLAPP法の適用除外とする
ことが考えられる。また，5-4③のように，法令の無効を
主張する訴訟が公共の利益を代表するものとして認められ
た例が存在することからすれば，法令が違憲無効である旨
を主張する訴訟は，反SLAPP法の適用除外になると解す

るべきであろう。
今後の課題として，①我が国において差止め訴訟を反

SLAPPの適用除外とすべきか否か，②差止め訴訟を適用
除外としない場合，公共の利益性をいかに判断するのか，
および③損害賠償請求訴訟を反SLAPPの適用除外とすべ
きか否か，という三点を検討する必要がある。次稿にて，
この点の検討を行う予定である。
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